
 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
１
４
 
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
 

 ６
６
－
１
４
－
１
 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
確
保
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

被
ば

く
 

低
減
設
備
 

（
１
）
中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
中
央
制
御
室
待

避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る

加
圧
系
が
動
作
可

能

で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
３

）
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
），

中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
），

差
圧
計
及

び
酸
素
濃
度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

可
搬
型
蓄
電
池
内
蔵
型
照
明
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
（
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
 

２
台
 

中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
（
ブ
ロ
ワ
ユ
ニ
ッ
ト
）

 
４
台
 

中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

１
８
０
１
７
４
本
 

デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
）

 
１
台
 

中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
）
 

１
式
 

酸
素
濃
度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

２
個
 

差
圧
計
 

２
個
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

冷
温

停
止
 

燃
料

交
換
 

可
搬
型
蓄
電
池
内
蔵
型
照
明
 

２
個
 

衛
星
電
話
設
備
（
常
設
）
 

※
４
 

無
線
連
絡
設
備
（
常
設
）
 

※
４
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
５
 

※
１
：
陽
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
，
配
管
，
ダ
ク
ト
及
び
ダ
ン
パ
を
含
む
。
ま
た
，
ダ
ク
ト
及

び
ダ
ン
パ
等
の
故
障
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
は
，
「
第
５
７
条

 
中
央
制
御
室

非
常
用
換
気
空
調
系
」
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

※
２
：
陽

圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
及
び
配
管
を
含
む
。
 

※
３
：
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
開
放
さ
れ
て
い
て
も
，
陽
圧
化
が
可
能
で
あ
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る

と
み
な
す
。
ま
た
ハ
ッ
チ
，
扉
の
一
時
的
な
開
放
に
つ
い
て
も
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い

る

と
み
な
す
。
 

※
４
：「

６
６
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

  

 
①

 
設
置
許
可
規
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 

 
③

 
以

下
の

条
文

要
求

が
運
転

段
階

に
お

い
て

も
維

持
で
き

る
よ

う
，

中
央

制
御

室
可
搬

型
陽

圧
化

空
調

機

に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る

加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
並
び
に
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
）
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で

あ
る

こ
と
を

運
転

上
の
制

限
と

す
る

。
な

お
，

中
央
制

御
室

は
６

号
炉

及
び

７
号
炉

共
用

で
１

つ
で

あ

り
，
上
記
の
運
転
上
の
制
限
は
中
央
制
御
室
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方

針
４
．
３
（
１
）
）

 
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 
「
原
子
炉
制
御
室
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
も
の
を
除
く
。）

が
有
す
る
原

子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
が
損
な
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。）

運
転
員
が
と
ど
ま
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 な
お
，
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
６
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備
）
に
て
整
理
す
る
。

 
 ④

 
中

央
制

御
室

可
搬

型
陽
圧

化
空

調
機

に
よ

る
加

圧
系

，
中
央

制
御

室
待

避
室

陽
圧
化

装
置

（
空

気
ボ

ン

ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
，
そ
の
他
陽
圧
化
時
の
監
視
計
器
や
中
央
制
御
室
待
避
室
に
配
備
す
る
設
備
に
つ
い

て
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く

評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設
備
）
で
あ
る
。
運
転
停
止
中
／
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
有
効
性
評
価
に

て
，

炉
心
損

傷
又

は
使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

の
燃

料
損
傷

に
至

る
こ

と
が

な
い

こ
と
を

示
し

て
い

る
よ

う

に
，

冷
温
停

止
中

は
被
ば

く
の

原
因

と
な

る
大

量
の
放

射
性

物
質

放
出

を
伴

う
事
象

が
発

生
す

る
可

能

性
は
低
い
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。

 
可

搬
型

蓄
電

池
内

蔵
型
照

明
は

，
重

大
事

故
等

が
発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

も
運
転

員
が

と
ど

ま
る

た

め
に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設
備
以
外
）
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
照
明
が

機
能
喪
失
し
た
際
に
は
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温

停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
）

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
中
央
制
御
室
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る

た
め

に
必
要

な
台

数
と
し

て
，

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト
は

６
号

炉
及

び
７

号
炉

そ
れ
ぞ

れ
１

セ
ッ

ト
１

台

の
計

２
台
及

び
ブ

ロ
ワ
ユ

ニ
ッ

ト
は

６
号

炉
及

び
７
号

炉
そ

れ
ぞ

れ
１

セ
ッ

ト
２
台

の
計

４
台

を
所

要

数
と
す
る
。

 
中
央
制
御
室
待
避
室
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た

め
に
必
要
な
容
量
と
し
て
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
１
８
０
１
７
４
本
を
所
要
数
と
す
る
。

 
デ
ー
タ
表
示
装
置
（
待
避
室
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
に
待
避
中
の
運
転
員
が
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ

の
監
視
を
行
う
た
め
に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 
中
央
制
御
室
待
避
室
遮
蔽
（
可
搬
型
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
の
遮
蔽
に
必
要
と
な
る
１
式
を
所
要
数

と
す
る
。

 
酸
素
濃
度
・
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
は
，
中
央
制
御
室
内
及
び
中
央
制
御
室
待
避
室
内
の
陽
圧
化
時
の
居
住

環
境

を
測
定

す
る

た
め

６
号
及

び
７

号
炉

起
動

断
面
で

は
３

個
必

要
だ

が
，

７
号
炉

の
み

起
動

断
面

で

                   中
央

制
御

室
待

避
室

陽

圧
化

装
置

（
空

気
ボ

ン

ベ
）
の
必
要
数

が
明

確
と

な
っ
た
た

め
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3.3 中央制御室待避室陽圧化換気空調系 

3.3.1 容器 

名 称 
中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ） 

（6,7 号機共用） 

容 量 L/個 46.7 以上（46.7） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 14.7 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40℃ 

個 数 － 174（予備 26） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち換気設備のうち中央制御室換気空調系（中央制御室待避

室陽圧化換気空調系）として使用する中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，以下の機

能を有する。 

 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装

置を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，放射性物質が中央制御室待避室に流

入することを防ぎ，中央制御室待避室にとどまる運転員の被ばくを低減するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放

射性雲通過時において，中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）から中央制御室待避室内へ

空気を送気し陽圧化することにより，放射性物質が中央制御室待避室に流入することを一定時間

完全に防ぎ，中央制御室遮蔽等の機能とあいまって中央制御室にとどまる運転員の実効線量が事

故後 7日間で 100ｍSv を超えない設計とする。 

 

1. 容量 

重大事故等時に使用する中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）は，高圧ガス保安法の

適合品である一般汎用型の空気ボンベを使用する。このため，本ボンベの容量は，一般汎用型

の空気ボンベの標準容量 46.7L/個以上とする。 

 

1.1 必要換気量 

①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：n＝20名＊ 

・許容二酸化炭素濃度：Ci＝0.5%（労働安全衛生法） 

・大気二酸化炭素濃度：C0＝0.039%（標準大気の二酸化炭素濃度） 

・呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.022 m3/(h・人）（空気調和・衛生工学便覧の極

軽作業の作業程度の吐出し量） 

 

添付-2-(4) 工事計画認可申請書
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・必要換気量：Q1＝n・100・M／（Ci－C0）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素

基準の必要換気量） 

Q1＝20×100×0.022÷（0.5－0.039） 

≒95.44 

≒95.5 m3/h 

 

②酸素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：n＝20名＊ 

・吸気酸素濃度：a＝20.95%（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度：b＝18.0%（労働安全衛生法） 

・酸素消費量：c＝x・（a－d）m3/(h・人) 

・成人の呼吸量：x＝0.48 m3/(h・人)（空気調和・衛生工学便覧の静座作業） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4%（空気調和・衛生工学便覧） 

・必要換気量：Q2＝n・c／（a－b）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換

気量） 

Q2＝20×0.48×（20.95－16.4）÷（20.95－18.0） 

≒14.81 

≒14.9 m3/h 

 

以上より，空気ボンベ陽圧化時に，窒息を防止するために必要な換気量は二酸化炭素濃

度基準の 95.5m3/h 以上とする。 

 

注記＊：6号及び 7号機運転員 18名に対して余裕を考慮。 

 

1.2 必要ボンベ個数 

中央制御室待避室を 10 時間陽圧化する必要最低限のボンベ個数は二酸化炭素濃度基準換

気量の 95.5 m3/h 及びボンベ供給可能空気量 5.50 m3/個から下記の通り 174 個となる。 

・ボンベ初期充填圧力：14.7MPa 

・ボンベ内容積：46.7L/個 

・ボンベ供給可能空気量：5.50m3/個 

必要ボンベ個数＝95.5m3/h×10 時間÷5.50m3/個 

＝173.6 

≒174 個 

 

2. 最高使用圧力 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の圧力は，

高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である 14.7MPa とする。 
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3. 最高使用温度 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時において使用する場合の温度は，

高圧ガス保安法に基づき 40℃とする。 

 

4. 個数 

中央制御室待避室陽圧化装置（空気ボンベ）の必要個数は，中央制御室待避室に待避した運

転員の窒息を防止するため，及び給気ライン以外から中央制御室待避室内への外気の流入を放

射性雲通過までの 10 時間の間遮断するために必要な個数である 174 個とする。また，故障時

及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用として予備 26 個を保管する。 

 

添付-2-(4) 工事計画認可申請書
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 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
所
要
数
の
可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
の
機
能
確
認
を
実
施

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

２
．
所
要
数
の
可
搬
型
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

３
．

所
要

数
の
Ｎ

ａ
Ｉ

シ
ン
チ

レ
ー
シ

ョ
ン
サ

ー
ベ

イ
メ
ー

タ
の
機

能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

４
．

所
要

数
の
Ｎ

ａ
Ｉ

シ
ン
チ

レ
ー
シ

ョ
ン
サ

ー
ベ

イ
メ
ー

タ
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

５
．
所
要
数
の
Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

６
．
所
要
数
の
Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

７
．
所
要

数
の
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

８
．
所
要
数
の
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

９
．

所
要

数
の
Ｚ

ｎ
Ｓ

シ
ン
チ

レ
ー
シ

ョ
ン
サ

ー
ベ

イ
メ
ー

タ
の
機

能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

1
0
．
所
要

数
の
Ｚ
ｎ
Ｓ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
 

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

11
．
所

要
数

の
可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
機
能
確
認
を
実
施
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

12
．
所
要
数
の
可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

13
．
所
要
数
の
小
型
船
舶
（
海
上
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
）
が
使
用
可
能
で
 

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

14
．
所
要
数
の
可
搬
型
気
象
観
測
装
置
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

15
．
所
要
数
の
可
搬
型
気
象
観
測
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

16
．
所
要
数
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
用
発
電
機
の
機
能
確
認
を
実
施
す
 

る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

17
．
所
要
数
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
用
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
 

と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

    

 
⑦

 
適

用
さ

れ
る

原
子

炉
の

状
態
に

お
け

る
確

認
事

項
を

記
載
す

る
。
（

保
安

規
定

変
更

に
係
る

基
本

方
針

４
．
２
）

 
 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
 
 
項
目
１
，
３
，
５
，
７
，
９
，
１
１
，
１
４
，
１
６
が
該
当
。

 
項
目
１
，
３
，
５
，
７
，
９
，
１
１
，
１
４
に
つ
い
て
は
，
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」

の
可
搬

型
重

大
事

故
等
対

処
設

備
の

サ
ー

ベ
ラ

ン
ス
頻

度
の

考
え

方
に

基
づ

き
１
年

に
１

回
，

性

能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
項
目
１
６
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
用
発
電
機
に
つ
い
て
は
，
定
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能

確
認
を
実
施
す
る
。

 
 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
２
，
４
，
６
，
８
，
１
０
，
１
２
，
１
３
，
１
５
，
１
７
が
該
当
。

 
項
目
２
，
４
，
６
，
８
，
１
０
，
１
２
，
１
５
に
つ
い
て
は
，
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」

の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

，
３
ヶ
月
に
１
回
，

電
源
を
入
れ
指
示
値
に
異
常
が
無
い
こ
と
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

項
目
１
３
の
小
型
船
舶
（
海
上
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
）
に
つ
い
て
は
，
３
ヶ
月
に
１
回
の
外
観
点
検
等

に
よ
り
，
必
要
な
機
能
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

項
目
１
７
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，

１
ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。
 

                         

     誤
記

修
正

（
保

安
規

定

変
更

に
係

る
基

本
方

針

と
の
整
合

）
 

 

TS-25　P996　修正　差し替え案
令和２年６月２２日

5



 

保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
６
－
１
６
 
緊
急
時
対
策
所
 

 ６
６
－
１
６
－
１
 
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
（
対
策
本
部
）
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 

目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

被
ば
く
 

低
減
設
備
 

（
１
）
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン

ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
の

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

（
３
）
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機

及
び
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
４
）
差
圧
計
（
対
策
本
部
），

酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対

策
本
部
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

※
３
 ⑥

 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装

置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

１
５
０
１
２
３
本
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭

素
吸
収
装
置
 

１
台
 

運
 

 
転
 

起
 

 
動
 

高
温

停
止
 

冷
温

停
止
 

燃
料

交
換
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
外

気
取
入
送
風
機
 

２
台
 

５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
可
搬
型
陽

圧
化
空
調
機
 

１
台
 

差
圧
計
（
対
策
本
部
）
 

１
個
 

酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
 

１
個
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
 

１
個
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
 

１
台
 

可
搬
型
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

 
※
４
 

※
１

：
陽
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

，
弁

及
び
配
管
を
含
む
。
 

※
２
：
陽
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

及
び
ダ
ク
ト
を
含
む
。
 

※
３

：
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時

対
策
所
（
対
策
本
部
）
あ
た
り
の
合
計
所
要
数
。
 

※
４

：「
６
６
－
１
５
－
１
 
監
視
測
定

設
備
」
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。

 

 

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 ③

 
以

下
の
条

文
要

求
が

運
転

段
階

に
お
い

て
も

維
持

で
き

る
よ

う
，
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

緊
急
時

対
策
所

（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
及
び
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本

部
）

可
搬

型
外

気
取

入
送
風

機
及

び
可

搬
型

陽
圧

化
空
調

機
に

よ
る

加
圧

系
が

動
作
可

能
で
あ

る
こ
と
並
び
に
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
等
の
所
要
数

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
な
お
，
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対

策
本
部
）
は
６
号
炉
及
び
７
号
炉
共
用
で
１
つ
で
あ
り
，
上
記
の
運
転
上
の
制
限
は
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内

緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

 
「
緊
急
時
対
策
所
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

で
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行
う
と

と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 

な
お
，
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
６
－
１
７
－
１

（
通
信
連
絡
設
備
）
に
て

整
理
す
る
。

 
 

④
 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
及
び
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
が

発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
短
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
（
格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
）
に
対
応
す
る
設
備

で
あ
り
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
な
お
，
当
該
設
備
は

６
号
炉
及
び
７
号
炉
共
用
設
備
で
あ
る
が
，
本
条
文
は
７
号
炉
の
原
子
炉
の
状
態
に
対
し
て
定
め
る
。

 
可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機
及
び
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
，
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
，
二
酸
化

炭
素

濃
度

計
及

び
可

搬
型

エ
リ

ア
モ
ニ

タ
に

つ
い

て
は

，
長

期
間
の

放
射

性
物

質
放

出
に

対
応
す

る
設
備

で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」

と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ⑤

 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
対
策
本
部
の
陽
圧
化
並
び
に
酸
素
濃
度
及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
を

活
動

に
支

障
が
な

い
範

囲
に

維
持

す
る

た
め
に

必
要

な
本

数
と

し
て

，
工
事

計
画
認

可
申
請
書
に
基
づ
き
，
１
５
０
１
２
３
本
を
所
要
数
と
す
る
。

 
二
酸
化
炭
素
吸
収
装
置
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
対
策
要
員
等
が
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
増
加
に
よ
り

 
窒
息
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
外
気
取
入
送
風
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 
差

圧
計
は

，
５

号
炉

原
子

炉
建

屋
内
緊

急
時

対
策

所
の

陽
圧

化
さ
れ

た
室

内
と

周
辺

エ
リ

ア
と
の

差
圧
範

囲
を
監
視
す
る
た
め
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 
酸

素
濃
度

計
及

び
二

酸
化

炭
素

濃
度
計

は
，

対
策

本
部

の
酸

素
濃
度

及
び

二
酸

化
炭

素
濃

度
が
活

動
に
支

障
が
な
い
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
測
定
す
る
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
対
策
本
部
内
の
放
射
線
量
の
監
視
の
た
め
，
１
台
を

所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
，
添
付
－
２
）

 

                   ５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内

緊
急
時
対

策
所
（
対

策
本

部
）
陽
圧

化
装

置
（

空
気

ボ
ン
ベ
）
の
必

要
数

が
明

確
と
な
っ

た
た

め
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本
部
）
可
搬

型

陽
圧

化
空

調
機

の
活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

化
学
管
理
Ｇ
Ｍ
 

２
．
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本
部
）
可
搬

型

陽
圧
化
空
調
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

３
．
５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
対

策
本
部
）
可
搬

型

陽
圧
化
空
調
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

４
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対

策
本
部
）
可
搬

型

外
気
取
入
送
風
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

５
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対

策
本
部
）
可
搬

型

外
気

取
入

送
風

機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

６
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
５
号

炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
陽
圧
化
装
置
（
空

気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

５
号
炉
当
直
長
 

７
．
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭

素
吸
収
装
置
の
性
能
が
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
検
停
止
時
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

８
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
５
号

炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
対
策
本
部
）
二
酸
化
炭
素
吸
収

装
置
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

９
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

10
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
対
策
本
部
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

11
．
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

12
．
酸
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

13
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

14
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

15
．
差
圧
計
（
対
策
本
部
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

16
．
差
圧
計
（
対
策
本
部
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
 

り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

 

 ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）

 
 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
２
，
４
，
７
，
９
，
１
１
，
１
３
，
１
５
が
該
当
。

 
「

保
安

規
定

変
更

に
係

る
基
本

方
針

」
の

可
搬

型
重

大
事
故

等
対

処
設

備
の

サ
ー

ベ
ラ
ン

ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
定
検
毎
（
又
は
１
年
に
１
回
）
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
１
，
３
，
５
，
６
，
８
，
１
０
，
１
２
，
１
４
，
１
６
が
該
当
。

 
項
目
１
，
３
，
５
，
６
，
１
０
，
１
２
，
１
４
，
１
６
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬

型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き

，
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
項
目
８
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１

ヶ
月
に
１
回
と
す
る
。

 
 

活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
に
て
，
フ
ィ
ル
タ
の
保
管
状
態
に
異
常
が
な
い
こ
と

を

確
認
す
る
こ
と
で
，
性
能
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。

 
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
，
電
源
を
入
れ
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 
                        

               運
用
の
変

更
（
５
号
炉
原

子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策

所
（
対

策
本

部
）
陽
圧
化

装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
を
閉

運
用
と
し
た
た
め
）
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3.4 緊急時対策所換気空調系 

3.4.1 容器 

名 称 
5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装

置（空気ボンベ）（6,7 号機共用） 

容 量 L/個 46.7 以上（46.7） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 14.7 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40℃ 

個 数 ― 123 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）として使用する 5

号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）は，以下の機能を有する。 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷

後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，放射性物

質が 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）に流入することを防ぎ，5 号機原

子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）にとどまる要員の被ばくを低減するために設置

する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放

射性雲通過時において，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）

から 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）へ空気を送気し陽圧化することに

より，放射性物質が 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）に流入することを

一定時間完全に防ぎ，5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽等の機能とあいまって

緊急時対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7日間で 100ｍSv を超えない設計とする。 

 

1. 容量 

重大事故等時に使用する 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボ

ンベ）は，高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の空気ボンベを使用する。このため，本

ボンベの容量は，一般汎用型の空気ボンベの標準容量 46.7L/個以上とする。 

 

1.1 必要換気量 

①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：n＝86名 

・許容二酸化炭素濃度：Ci＝0.5%（労働安全衛生法） 

・大気二酸化炭素濃度：C0＝0.039%（標準大気の二酸化炭素濃度） 

・呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.030m3/(h・人）（空気調和・衛生工学便覧の軽作

業の作業程度の吐出し量） 

容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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・必要換気量：Q1＝n・100・M／（Ci－C0）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素

基準の必要換気量） 

Q1＝86×100×0.030÷（0.5－0.039） 

≒559.65 

≒559.7m3/h 

 

②酸素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：n＝86名 

・吸気酸素濃度：a＝20.95%（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度：b＝18.0%（労働安全衛生法） 

・酸素消費量：c＝x・（a－d）m3/(h・人) 

・成人の呼吸量：x＝0.48m3/(h・人)（空気調和・衛生工学便覧の静座作業） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4%（空気調和・衛生工学便覧） 

・必要換気量：Q2＝n・c／（a－b）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気

量） 

Q2＝86×0.48×（20.95－16.4）÷（20.95－18.0） 

＝63.66 

≒64m3/h 

 

以上より，空気ボンベ陽圧化時に，窒息を防止するために必要な換気量は二酸化炭素濃

度基準の 559.7m3/h 以上となるが，5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密

室）は 5 号機緊急時対策所（対策本部）二酸化炭素吸収装置により二酸化炭素を除去する

ことで許容二酸化炭素濃度（0.5%）を超えない設計とするため酸素濃度基準の 64m3/h 以上

とする。 

 

1.2 必要ボンベ個数 

(1) 放射性雲通過中に必要となるボンベ個数 

放射性雲通過中に5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）を10時間陽圧

化する必要最低限のボンベ個数は陽圧化維持基準換気量の64m3/h及びボンベ供給可能空気

量5.50m3/個から下記の通り，117個となる。 

・ボンベ初期充填圧力：14.7MPa 

・ボンベ内容積：46.7L/個 

・ボンベ供給可能量：5.50m3/個 

必要ボンベ個数＝64m3/h×10時間÷5.50m3/個 

＝116.4個 

≒117 個 

 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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(2) 陽圧化切替操作時に必要となるボンベ個数 

放射性雲通過後は5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）の陽圧化を5号

機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）による給気から5号機

原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機による給気に切り替える。切

替操作の間，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）の給

気と5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機を並行して行うこと

により，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）の陽圧化状態を損なわな

い設計とする。 

操作の所要時間は，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機か

ら5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）給気口への5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機仮設ダクトの接続，5号機原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部・高気密室）給気口の閉止板取外し及びその他の5号機原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部・高気密室）の弁の操作に必要となる所要時間10分に加え，放射性

雲通過直後に建屋内の雰囲気線量が屋外より高い場合に，屋外から5号機原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機に直接外気の取入を可能とするための5号機原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型外気取入送風機，5号機原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）可搬型陽圧化空調機仮設ダクト敷設及び5号機原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）可搬型陽圧化空調機の起動操作10分，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）可搬型陽圧化空調機起動失敗を想定した場合の予備機への切替操作10分を考慮し合

計30分とする。必要最低限のボンベ個数は陽圧化維持基準換気量の64m3/h及びボンベ供給

可能空気量5.50m3/個から下記の通り，6個となる。 

必要ボンベ個数＝64m3/h×0.5 時間÷5.50m3/個 

＝5.8個 

≒6個 

 

2. 最高使用圧力 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時にお

いて使用する場合の圧力は，高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力

である 14.7MPa とする。 

 

3. 最高使用温度 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）を重大事故等時にお

いて使用する場合の温度は，高圧ガス保安法に基づき 40℃とする。 

 

 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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4. 個数 

 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（空気ボンベ）の必要個数は，5号

機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）にとどまる要員の窒息を防止するため及

び給気ライン以外から 5号機原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部・高気密室）への外気の流

入を放射性雲通過までの 10 時間の間遮断するために必要な個数である 117 個並びに陽圧化切

替時に必要な個数である 6個を合わせた 123 個とする。 

 

添付-2-(3) 工事計画認可申請書
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t1239896
下線
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 ６
６
－
１
６
－
２
 
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
（
待
機
場
所
）
 ①

 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 ③

 

被
ば
く
低
減
設
備
 

（
１
）
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ

ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機

に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
３
）
差
圧
計
（
待
機
場
所
），

酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計

（
待
機
場
所
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用

さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数

※
３
 ⑥

 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）

陽
圧
化
装
置
（

空
気
ボ
ン
ベ
）
 

１
４
４
０
１
４
２
１

本
 

運
 
 
転
 

起
 
 
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

５
号
炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）

可
搬
型
陽
圧
化

空
調
機
 

２
台
 

差
圧
計
（
待
機

場
所
）
 

１
個
 

酸
素
濃
度
計
（

待
機
場
所
）
 

１
個
 

二
酸
化
炭
素
濃

度
計
（
待
機
場
所
）
 

１
個
 

可
搬
型
エ
リ
ア

モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
 

１
台
 

※
１

：
陽

圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ
，
弁
及
び
配
管
を
含
む
。
 

※
２
：
陽

圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ
及
び
ダ
ク
ト
を
含
む
。
 

※
３

：
５

号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
あ
た
り
の
合
計
所
要
数
。

 
 

      

 
①

 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。

 
 ②

 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 
 ③

 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所

（
待
機
場
所
）
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
及
び
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策

所
（
待
機
場
所
）
可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
並
び
に
可
搬
型
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
な
お
，
５

号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
は
６
号
炉
及
び
７
号
炉
共
用
で
１
つ
で
あ
り
，
上
記

の
運
転
上
の
制
限
は
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
））

 
 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）

 
「
緊
急
時
対
策
所
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

で
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行
う
と

と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備

を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 
 
な
お
，
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備

は
，
６
６
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備

）
に
て

整
理
す
る
。

 
 

④
 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
よ
る
加
圧
系
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，

短
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
（
格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
）
に
対
応
す
る
設
備
で
あ
り
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
な
お
，
当
該
設
備
は
６
号
炉
及
び
７
号
炉
共

用
設
備
で
あ
る
が
，
本
条
文
は
７
号
炉
の
原
子
炉
の
状
態
に
対
し
て
定
め
る
。
 

可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
に
よ
る
加
圧
系
，
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
，
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
，
可
搬
型
エ
リ

ア
モ
ニ
タ
に
つ
い
て
は
，
長
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
に
対
応
す
る
設
備
で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
及
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 
 ⑥

 
陽
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
待
機
場
所
の
陽
圧
化
並
び
に
酸
素
濃
度
及

び
二
酸
化
炭
素
濃
度
を
活
動
に
支
障
が
な
い
範
囲
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
本
数
と
し
て
，
工
事
計
画

認
可
申
請
書
に
基
づ
き
，
１
４
４
０
１
４
２
１
本
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
陽
圧
化
空
調
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

差
圧
計
は
，
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
の
陽
圧
化
さ
れ
た
室
内
と
周
辺
エ
リ
ア
と
の
差
圧
範

囲
を
監
視
す
る
た
め
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
は
，
待
機
場
所
の
酸
素
濃
度
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
が
活
動
に
支

障
が
な
い
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
測
定
す
る
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
待
機
場
所
内
の
放
射
線
量
の
監
視
の
た
め
，
１
台

を
所
要
数
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
 

   

                ５
号

炉
原

子
炉

建
屋

内

緊
急

時
対

策
所

（
待

機

場
所
）
陽
圧

化
装
置
（

空

気
ボ

ン
ベ

）
の

必
要

数

が
明
確
と

な
っ

た
た

め
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保
安
規
定
 
第
６
６
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

１
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急

時
対
策
所

（
待

機
場
所
）
可

搬

型
陽

圧
化

空
調

機
の
活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

化
学
管
理
Ｇ
Ｍ
 

２
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急

時
対
策
所

（
待

機
場
所
）
可

搬

型
陽
圧
化
空
調
機
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

原
子
炉
Ｇ
Ｍ
 

３
．

５
号

炉
原
子
炉

建
屋
内
緊
急

時
対
策
所

（
待

機
場
所
）
可

搬

型
陽
圧
化
空
調
機
を
起
動
し
，動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

モ
バ
イ
ル
 

設
備
管
理
Ｇ
Ｍ
 

４
．
５
号
炉
原
子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策
所
（
待
機
場
所
）
陽
圧
化
装

置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
の
所
要
数
が
使

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

５
号
炉
当
直
長
 

５
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）

の
機
能
確
認
を
実
施
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

６
．
可
搬
型
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
（
待
機
場
所
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射
線
安
全
Ｇ
Ｍ
 

７
．
酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

８
．
酸
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

９
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

10
．
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

発
電
Ｇ
Ｍ
 

11
．
差
圧
計
（
待
機
場
所
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

12
．
差
圧
計
（
待
機
場
所
）
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

計
測
制
御
Ｇ
Ｍ
 

         

  ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

 
４
．
２
）

 
 ａ

．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 
項
目
２
，
５
，
７
，
９
，
１
１
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 
 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）

 
項
目
１
，
３
，
４
，
６
，
８
，
１
０
，
１
２
が
該
当
。

 
「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方

に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
ヶ
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 
 

活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
に
て
，
フ
ィ
ル
タ
の
保
管
状
態
に
異
常
が
な
い
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
で
，
性
能
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。

 
 

酸
素
濃
度
計
及
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
，
電
源
を
入
れ
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 
                          

           運
用
の
変

更
（
５
号
炉
原

子
炉
建
屋
内
緊
急
時
対
策

所
（
対

策
本

部
）
陽
圧
化

装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
を
閉

運
用
と
し
た
た
め
）
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43 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
6
 
R0
 

名 称 
5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置

（空気ボンベ）（6,7 号機共用） 

容 量 L/個 46.7 以上（46.7） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 14.7 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40℃ 

個 数 ― 1792 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち換気設備（緊急時対策所換気空調系）として使用する 5

号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）は，以下の機能を有する。 

 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷

後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，放射性物

質が 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）に流入することを防ぎ，5 号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）にとどまる要員の被ばくを低減するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷後の格納容器圧力逃がし装置を作動させる場合に放出される放

射性雲通過時において，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボンベ）

から 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）へ空気を送気し陽圧化することにより，放射

性物質が 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）に流入することを一定時間完全に防ぎ，

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽等の機能とあいまって緊急時対策所にとどま

る要員の実効線量が事故後 7 日間で 100ｍSv を超えない設計とする。 

 

1. 容量 

重大事故等時に使用する 5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空気ボ

ンベ）は，高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の空気ボンベを使用する。このため，本

ボンベの容量は，一般汎用型の空気ボンベの標準容量 46.7L/個以上とする。 

 

1.1 必要換気量 

①二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：n＝98名 

・許容二酸化炭素濃度：Ci＝0.5%（労働安全衛生法） 

・大気二酸化炭素濃度：C0＝0.039%（標準大気の二酸化炭素濃度） 

・呼吸による二酸化炭素発生量：M＝0.030m3/(h・人）（空気調和・衛生工学便覧の軽作

業の作業程度の吐出し量） 

 

容量設定根拠
関連箇所を下線にて示す 
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・必要換気量：Q1＝n・100・M／（Ci－C0）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素

基準の必要換気量） 

Q1＝98×100×0.030÷（0.5－0.039） 

＝637.74 

 

≒637.8m3/h②酸素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数：n＝98名 

・吸気酸素濃度：a＝20.95%（標準大気の酸素濃度） 

・許容酸素濃度：b＝18.0%（労働安全衛生法） 

・酸素消費量：c＝x・（a－d）m3/(h・人) 

・成人の呼吸量：x＝0.48m3/(h・人)（空気調和・衛生工学便覧の静座作業） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4%（空気調和・衛生工学便覧） 

・必要換気量：Q2＝n・c／（a－b）m3/h（空気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気

量） 

Q2＝98×0.48×（20.95－16.4）÷（20.95－18.0） 

＝72.55 

≒72.6m3/h 

 

③気密性能評価試験結果に基づく給気量 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）にて実施した，気密性能評価試験より

隣接区画との差圧＋20Pa を確保するための必要給気量は 744.0m3/h である。 

 

以上より，空気ボンベ陽圧化時に，窒息を防止するために必要な換気量は気密性能評価

試験結果に基づく給気量の 744.0m3/h 以上とする。 

 

1.2 必要ボンベ個数 

(1) 放射性雲通過中に必要となるボンベ個数 

放射性雲通過中に5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）を10時間陽圧化する必要

最低限のボンベ個数は陽圧化維持基準換気量の744.0m3/h及びボンベ供給可能空気量

5.50m3/個から下記の通り，1353個となる。 

・ボンベ初期充填圧力：14.7MPa 

・ボンベ内容積：46.7L/個 

・ボンベ供給可能量：5.50m3/個 

必要ボンベ個数＝744.0m3/h×10 時間÷5.50m3/個 

＝1352.7個 

≒1353 個 
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(2) 陽圧化切替操作時に必要となるボンベ個数 

放射性雲通過後において，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）陽圧化装置（空

気ボンベ）による給気から5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調

操作の所要時間は，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機から

5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）給気口への5号機原子炉建屋内緊急時対策所

（待機場所）可搬型陽圧化空調機仮設ダクトの接続，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待

機場所）給気口の閉止板取外しに必要となる所用時間 10分に加え，放射性雲通過直後に建

屋内の雰囲気線量が屋外より高い場合に，屋外から5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所）可搬型陽圧化空調機に直接外気の取入を可能とするための5号機原子炉建屋内緊急時

対策所（待機場所）可搬型陽圧化空調機仮設ダクト敷設及び5号機原子炉建屋内緊急時対策

所（待機場所）可搬型陽圧化空調機起動操作10分，5号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機

場所）可搬型陽圧化空調機起動失敗を想定した場合の予備機への切替操作10分を考慮し合計

30分とする。必要最低限のボンベ個数は陽圧化維持基準換気量の744.0m3/h及びボンベ供給

可能空気量5.50m3/個から下記の通り，68個となる。 

必要ボンベ個数＝744.0m3/h×0.5 時間÷5.50m3/個 

＝67.6個 

≒68 個 

 

2. 最高使用圧力 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）空気ボンベを重大事故等時において使用する

場合の圧力は，高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である

14.7MPa とする。 

 

3. 最高使用温度 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）空気ボンベを重大事故等時において使用する

場合の温度は，高圧ガス保安法に基づき 40℃とする。 

 

4. 個数 

5 号機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）空気ボンベの必要個数は，5号機原子炉建屋内

緊急時対策所（待機場所）にとどまる要員の窒息を防止するため及び給気ライン以外から 5 号

機原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）への外気の流入を放射性雲通過までの 10 時間の間遮

断するために必要な個数である 1353 個並びに陽圧化切替時に必要な個数である 68 個を合わせ

た 1421 個に余裕を考慮し，合計 1792 個を保管する。 
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